
令和６（2024）年度教職員研修受講手続き等（高等学校、特別支援学校） 

１ 受講手続き 

区分 研修名 受講手続き 

基
本
研
修 

初任者研修（高・特） 

新規採用養護教諭研修 

新規採用学校栄養職員研修 

新規採用実習助手研修 

新規採用寄宿舎指導員研修 

○総合教育センター所長が受講者を指定し、４月１日付

けで校長に通知します｡ 

○総合教育センターが、「全国教員研修プラットフォーム

Plant（プラント）」（以下、Plantという）で４月19日

までに受講者登録を行います。 

教職２年目研修（高・特） 

教職３年目研修（高・特） 

養護教諭２年目研修 

栄養教職員２年目研修 

 

教職５年目研修（高・特）※1 

養護教諭５年目研修 ※1 

栄養教職員５年目研修 

実習助手５年目研修  

寄宿舎指導員５年目研修  

 

 

中堅教諭等資質向上研修（高・特）※2 

中堅養護教諭資質向上研修 ※2 

中堅栄養教職員資質向上研修  

中堅実習助手資質向上研修  

中堅寄宿舎指導員資質向上研修  

 

 

教職20年目研修（高・特）※3 

養護教諭20年目研修 ※3 

栄養教職員20年目研修 ※3 

実習助手20年目研修 ※3 

寄宿舎指導員20年目研修 ※3 

○Plantで４月22日から４月26日までの間に、受講者が

申込を行い、校長が承認を行います｡ 

 

 

 

※1 

５年目研修 

・原則５年目に受講となります。なお、５年目未満であ

っても、「初任者研修」、「新規採用研修」の受講が終了

した翌年度以降において、50歳以上の年齢となる年度

に受講となります。 

 

※2 

中堅研修  

・原則 10年目に受講となります。なお、10年目未満で

あっても「５年目研修」の受講が終了した翌年度以降

において、50歳以上の年齢となる年度に受講となりま

す。 

 

※3 

20年目研修 

・原則20年目に受講となります。なお、20年目未満であ

っても「中堅研修」の受講が終了した翌年度以降におい

て、50歳以上の年齢となる年度に受講となります。 

 

（詳細は次々ページ「基本研修の受講時期」参照） 

 

○総合教育センターが、Plantで５月 15日までに受講者

を決定します｡ 

専
門
研
修
１ 

校長研修（高・特）  

新任校長研修（高・特） 

新任教頭研修（高・特） 

教頭２年目研修（高・特） 

新任主幹教諭研修（高・特） 

新任栄養教諭研修 

 

 

○総合教育センター所長が受講者を指定し、４月１日付

けで校長に通知します｡ 

○総合教育センターが、Plantで４月 19日までに受講者

登録を行います。 

新任免許外教科担任研修（中）※ 

理科・基礎実験研修（高） 

新任教育相談係主任研修 

新任特別支援教育コーディネーター研修 

通級による指導新任教員研修 

特別支援学級等実践研修 

特別支援学校新任教員研修 

○総合教育センター所長が、各研修開催要項に示してあ

る対象と定員によって、受講者を割当てます｡ 

（「４ 専門研修１対象者及び学校割当」参照 ） 

○Plantで４月15日から４月19日までの間に、受講者が

申込を行い、校長が承認を行います｡ 

○総合教育センターが、Plantで５月７日までに受講者を

決定します。 



※生涯学習研修の詳細については、とちぎレインボーネットを参照してください。 
とちぎレインボーネット(https://www.tochigi-edu.ed.jp/rainbow-net/) 

備考 ⑴ 基本研修と新任研修の日程が重なった場合は、新任研修を優先して受講してください。 

⑵ 研修は、全日程を通じて同一人が受講してください。 

⑶ 障害のある教職員の受講に当たり、配慮を希望する場合には、事前に管理職が総合教育センターに連

絡してください。 

 

 

 

職業教育指導力向上研修 

自立活動充実研修 

新任早期教育相談担当者研修 

新任教務主任研修（高・特） 

新任学習指導主任研修（高・特） 

新任生徒指導主事研修（高・特） 

新任進路指導主事研修（高・特） 

新任部主事研修（特） 

新任地域連携教員研修 

人権教育指導者専門研修 

※新任免許外教科担任研修（中）については第１日が５月

７日実施のため、 Plantで５月１日までに受講者を決

定します｡ 

 

 

 

 

 

キャリアアップ研修（高・特） 

教育相談指導者養成研修（高） 

○総合教育センターが受講者を指定し、５月17日付けで

校長に通知します。 

専
門
研
修
２ 

学校図書館研修 

教科等専門研修 

小学校理科観察実験研修 

産業教育専門研修〔農業科〕 

産業教育専門研修〔工業科〕 

産業教育専門研修〔商業科〕 

産業教育専門研修〔家庭科〕 

環境学習プログラム研修 

実習助手専門研修〔理科〕 

実習助手専門研修〔農業科〕 

実習助手専門研修〔工業科〕 

実習助手専門研修〔商業科〕 

ＩＣＴ活用研修〔エクセルの活用〕 

ＩＣＴ活用研修〔タブレット端末を用いたプログラミング教育〕 

ＩＣＴ活用研修〔情報リーダー育成〕 

授業研究活性化プログラム 

教育相談基礎研修 

教育相談課題研修〔いじめ・不登校の理解と対応〕 

発達障害のある子どもの教育支援研修 

知的障害教育研修 

自立活動研修 

幼児期の特別支援教育研修 

教育課程研究集会〔幼児教育〕 

幼稚園・こども園・保育所主任等研修 

○Plantで４月22日から５月10日までの間に、受講者が

申込を行い、校長が承認を行います｡ 

○総合教育センターが、各研修開催要項に示してある対

象と定員によって人数を調整の上、５月 29 日までに

Plantで受講者を決定します。 

 

専
門
研
修
３ 

とちぎの教育未来塾 

教職員サマーセミナー 

○とちぎの教育未来塾は９月13日（予定）までに、教職

員サマーセミナーは７月16日（予定）までに、リーフ

レットまたは総合教育センターＷｅｂサイトを参照し

てお申込みください。 



２ 指定変更 

研修の指定変更や割当て変更及び年度途中の変更等がある場合は、管理職がその事情を総合教育センターに

連絡してください。 

３ 研修の欠席連絡について 

受講者が欠席するときは、原則として研修開始時刻までに、管理職がその旨を総合教育センターに連絡して

ください。 

４ 専門研修１対象者及び学校割当（高等学校、特別支援学校） 

研 修 名 対    象 

新任免許外教科担任研修（中） － 特 

特別支援学校中学部の教員で、免許外教科担任を申請し許可を

受けた主幹教諭、教諭のうち、当該教科を初めて担任し校長が

必要と認めた者。ただし、当該教科の研修受講後、長期間経過す

るなど、校長が特に必要と認めた場合、当該教科の担任が初め

てでない者も受講することができる。 

理科・基礎実験研修（高） 高 － 教職３年目に該当する理科を担当する教員。 

新任教育相談係主任研修 高 特 本年度初めて教育相談係主任となった教員。 

新任特別支援教育コーディネータ

ー研修 
高 特 本年度初めて特別支援教育コーディネーターとなった教員。 

通級による指導新任教員研修 高 － 

本年度初めて通級による指導を担当する教諭、助教諭及び講師。

ただし、本年度初任者研修を受講している者を除く。また、過去

に通級による指導を担当してから長期間経過するなど、校長が

特に必要と認めた場合、通級による指導を担当することが初め

てでない者も受講することができる。 

特別支援学級等実践研修 高 － 

特別支援学級又は通級による指導を担当して、本年度３年目と

なる教諭、助教諭及び講師。ただし、本年度までに初任者研修、

教職２年目研修、教職３年目研修のいずれかを特別支援教育で

受講している者を除く。 



５ 研修開催に関する変更について 

悪天候等による研修開催の変更がある場合は、総合教育センターＷｅｂサイトのトップページ「研修開催に

関するお知らせ」に掲載します。 

総合教育センターＷｅｂサイト（http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/） 

６ オンライン研修の受講について 

・各所属校等、管理職が認めた場所で受講してください。 

・オンデマンド型の研修の受講は原則、勤務時間とし、管理職は研修時間の確保に配慮してください。 

７ その他 

持参物（刊行物等）について、タブレット端末等にダウンロードし持参することも可能です。 

特別支援学校新任教員研修  － 特 

⑴ 初めて特別支援学校に着任した教諭及び講師。ただし、本

年度初任者研修を受講している者を除く。 

⑵ 初めて特別支援学校に着任した養護教諭及び養護助教諭で

受講を希望する者。 

職業教育指導力向上研修 － 特 
中学部において作業学習を中心的に担当する教諭（各校１人）。

ただし、令和５年度までに本研修を受講した者を除く。 

自立活動充実研修 － 特 

中学部及び高等部において自立活動の指導を担当している教諭

（各校１人）。本年度教職３年目研修を受講している者及び令和

５年度までに本研修を受講した者を除く。 

新任早期教育相談担当者研修 － 特 

⑴ 本年度初めて早期教育相談係となった教諭。ただし、令和

２年度までに早期教育相談担当者研修、令和４年度までに早期

教育相談担当者基礎研修を受講した者を除く。 

⑵ 本年度早期教育相談を担当する教諭のうち、特に校長が必

要と認めた者。 

新任教務主任研修（高・特） 高 特 
新任教務主任（主幹教諭を除く）。ただし、昨年度中に教務主任

になった者で、この研修を受講していない者を含む。 

新任学習指導主任研修（高・特） 高 特 
新任学習指導主任（主幹教諭及びこれまでにこの研修を受講し

た者を除く）。 

新任生徒指導主事研修（高・特） 高 特 
新任生徒指導主事（主幹教諭及びこれまでにこの研修を受講し

た者を除く）。 

新任進路指導主事研修（高・特） 高 特 
新任進路指導主事（主幹教諭及びこれまでにこの研修を受講し

た者を除く）。 

新任部主事研修（特） － 特 新任部主事（主幹教諭を除く）。 

新任地域連携教員研修 高 特 
新任地域連携教員。ただし、地域連携教員で本研修を受講して

いない者を含む。 

人権教育指導者専門研修 高 特 

人権教育主任等。ただし、令和５年度までに人権教育指導者専

門研修を受講した者を除く。 

本年度の学校割当 

宇東高、宇清高、宇商高、鹿南高、小南高、小城南高、学悠 

館高、佐東高、清風高、真岡高、烏山高、黒羽高、さくら高、

矢板東高(定)、のざわ特校、わかくさ特校、南那特校 
 

キャリアアップ研修（高・特） 高 特 学校における教育活動推進の中心的立場にある教職員。 

教育相談指導者養成研修（高） 高 － 

今後県内で教育相談活動を推進する高等学校教員で、原則とし

て教職５年目研修及び教育相談基礎研修、教育相談充実研修

（高）、令和５年度の支援体制充実研修のいずれかを修了してい

る者。 

http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/

